
平成 22 年度食品廃棄物等の年間総発生量及び食品循環資源の再生利用等実施率

（概要） 

 

 

食品循環資源の再生利用等実態調査結果（以下「統計調査」という。）と食品リ

サイクル法に基づく定期報告結果（以下「定期報告」という。）を用いた推計の結

果、平成 22 年度の食品廃棄物等の発生量及び食品循環資源の再生利用等実施率は

以下のとおりとなった。 

 

１．推計方法 

食品廃棄物等の年間発生量が 100 トン未満の事業所の発生量は統計調査結果、

年間発生量が 100 トン以上の事業所の発生量は統計調査結果と定期報告結果を

用いて推計した。 
 

（１）100 トン未満の事業所の発生量 

統計調査の 5,287 事業所から、業種別に１事業所当たりの発生量を算出。統

計調査結果から約 120 万 1 千事業所を母集団として、１事業所当たりの発生量

を乗じて推計した。 

 

（２）100 トン以上の事業所の発生量 

統計調査の 109 事業所と定期報告の約 7万 3千事業所の発生量を合計し、業

種別に 1事業所当たりの発生量を算出。統計調査結果から定期報告未報告事業

所を約 1万 2千事業所と推計して、100 トン以上の約 8万 5千事業所を母集団

として、1事業所当たりの発生量を乗じて推計した。 

 

２．推計結果 

（１）食品廃棄物等の発生量  

平成 22 年度の食品産業全体の食品廃棄物等の年間総発生量は、20,860 千ト

ンとなり、食品リサイクル法の各企業への周知が進んだ結果、前年に比べ 8％

の減少となった。これを業種別にみると、食品製造業は 17,152 千トンで 7％の

減少、食品卸売業は 223 千トンで 11％の減少、食品小売業は 1,192 千トンで

12％の減少、外食産業は 2,292 千トンで 14％の減少となった。 
    (単位：千トン） 

業種 平成 22年度 対前年度比 (参考)平成 21年度 (参考)平成 20年度 

食品産業計 20,860 -8% 22,718 23,153 

食品製造業 17,152 -7% 18,449 18,613 

食品卸売業 223 -11% 250 261 

食品小売業 1,192 -12% 1,348 1,309 

外食産業 2,292 -14% 2,672 2,971 

（注） 

1． 統計調査の母集団（100 トン未満）＝（経済センサス結果）－（100 トン以上事業所） 

2． 定期報告未報告事業所＝｛経済センサス結果－（定期報告事業所）}×（統計調査によって得ら

れた 100 トン以上の事業所比率） 

 



（２）食品循環資源の再生利用等実施率 

平成 22 年度の食品循環資源の再生利用等の実施率は、業種別にみると、少

量分散で分別が難しい川下に近づくほど低く、食品製造業は 94％、食品卸売業

53％、食品小売業は 37％、外食産業は 17％だった。 

なお、食品リサイクル法に基づく食品循環資源の再生利用等実施率の目標は、

平成24年度までに、食品製造業で85％、食品卸売業で70％、食品小売業で45％、

外食産業で 40％に向上させることとなっている。 
     

業種 平成 22年度 平成 24年度目標値 (参考)平成 21年度 (参考)平成 20年度 

食品産業計 82% - 81% 79% 

食品製造業 94% 85% 93% 93% 

食品卸売業 53% 70% 58% 59% 

食品小売業 37% 45% 36% 37% 

外食産業 17% 40% 16% 13% 

（注） 

再生利用等実施率 ＝ 
当該年度の（発生抑制量＋再生利用量＋熱回収量×０．９５＋減量量） 

当該年度の（発生抑制量＋発生量） 

 


